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株式会社ベネフィット･ワンとの提携及び新たなサービスの開始に関するお知らせ 

  

 

 当社は、平成 29 年２月２日開催の当社取締役会において、福利厚生サービスを提供する株式会社ベネ

フィット･ワン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：白石徳生）との間で当社の運営する航空券等の

予約販売サイト「skyticket」（https://skyticket.jp/）の会員様を対象に、会員制優待サービス「skyticket

プレミアム」を開始するための業務提携契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

記 

 

1． 本業務提携締結及びサービス開始の趣旨 

当社は、航空券予約サイト「skyticket」を運営する OTA（オンライントラベルエージェント）で

す。「skyticket」は 18言語で、LCCを含めた世界の航空会社の航空券を提供しています。 

今回開始することを決議した会員制優待サービス「skyticket プレミアム」は株式会社ベネフィッ

ト・ワンが提供する福利厚生サービスである「ベネフィット・ステーション」を「skyticket」の会

員様向けに提供するものです。本取り組みによって、「skyticket」の会員様は、宿泊施設や飲食店、

レジャー施設、介護・育児サービス等、約 100 万件のサービスを、優待価格で利用することができ

るなど、「skyticket」の会員様に対するサービスの多様化により、顧客の囲い込みやサイトの滞留時

間の増加が期待されることから本業務提携締結に至りました。 

 

 

2. 新たなサービスの概要 

（１）新たなサービスの内容 

サービス名称：skyticket プレミアム 



サービス内容：株式会社ベネフィット・ワンが提供する福利厚生サービスである 

「ベネフィット・ステーション」を「skyticket」の会員様向けに提供するも

のです。 

 

（２）当該サービスを担当する部門 

旅行事業部 

 

（３）当該サービスの開始のために特別に支出する金額及び内容 

当該サービスの開始にかかる費用に関しましては、支出金額が少額であり、特記すべき事項

はありません。 

 

 

3．提携先の概要 

（１） 名称 株式会社ベネフィット・ワン 

（２） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長・白石 徳生 

（３） 所在地 東京都新宿区西新宿三丁目 7 番 1 号 新宿パークタワー35 階 

（４） 主な事業内容 福利厚生代行サービス 

（５） 資本金 1,527 百万円（平成 28 年３月末現在） 

（６） 株主構成 株式会社パソナグループ 55.13%（平成 28年３月末現在） 

（７） 設立時期 平成８年 

（８） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財務状態 

 決算期 平成 26年３月期 平成 27年３月期 平成 28年３月期 

 純資産 10,337 百万円 11,607 百万円 12,195 百万円 

 総資産 17,269 百万円 19,563 百万円 21,273 百万円 

 １株当たり純資産 252 円 27 銭 283 円 28 銭 302 円 6 銭 

 売上高 16,746 百万円 18,188 百万円 21,277 百万円 

 経常利益 3,019 百万円 3,349 百万円 4,681 百万円 

 当期純利益 1,793 百万円 1,961 百万円 3,117 百万円 

 １株当たり当期純利益 43 円 80 銭 47 円 87 銭 76 円 69 銭 

 １株当たり配当金 21 円 24 円 33 円 5 銭 

（９） 発行済株式数 45,144,000株（平成 28年３月末現在） 

（10） 当社と当該会社との 

関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

 

4．日程 

取締役会決議日 平成 29 年２月２日 

  業務提携契約締結日 平成 29 年２月２日（予定） 

サービス開始 平成 29 年２月（予定） 

 



5．今後の見通し 

今回の提携により、当社グループの運営している「skyticket」へのアクセス数及びユーザー流入

数の増加による営業収益の増加を見込んでおりますが、現段階では業績への影響は限定的でありま

す。 

なお、今後、業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかに開示いたしま

す。 

以上 


